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お知らせ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

成年後見制度巡回相談成年後見制度巡回相談
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3 月の相談3月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　3日（木）、17日（木）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　17日（木）
　場　所　役場1階会議室101
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　　（４８）１１１１（内１１２２）

3月3日（木）
場　所　中央公民館本館308号室
時　間　午後1時～午後5時
　NPO法人知多地域成年後見セン
ターでは、成年後見制度巡回相談（事前
に予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　知多地域成年後見センター事務所
（知多市福祉活動センター内）

　　0562（39）2663

◎　知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
■日にち　月曜日～金曜日（祝日、第４水曜日を除く）
■時　間　来所相談：午前9時30分～午前11時
　　　　　　　　　　午後1時30分～午後3時
　　　　　電話相談：午前9時30分～午後4時30分
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話相談でのご協力をお願いしま
　す。来所相談の場合も電話で確認してください。
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター　　（32）2444
　　　　　　　　（クラシティ3階市民交流センター内）

　民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が現行の20歳から18歳に引
き下げられます。契約や買い物は、しっかりと考えて行いましょう。
○　注意したいこと
　一人で契約を結べるようになる反面、これまで認められていた未成年者取消権が適用され
なくなり、契約に対して責任を負うことになるため注意が必要です。
○　成年年齢の引き下げで変わること
　親の同意を得ずに、さまざまな契約が一人で結べるようになります。例）アパートを借りる、
クレジットカードを作る、スマートフォンを契約する

○　成年年齢の引き下げで変わらないこと
　飲酒・喫煙・競馬などの年齢制限は、20歳のままです。

○　成年年齢引き下げについての関連情報

　地方自治の功労が認められ、受章されました。
　田中氏は町助役を12年務めたほか、町社会福祉協議
会副会長や町情報公開審査会委員、町個人情報保護審査
会委員を歴任し、町の発展のために尽力されました。

　阿久比駅を利用される方の一部が、自転車やバイクを駐輪場ではなく、
駅南側の通路などにも置き、歩行者などの通行の妨げとなっていることが
あります。
　駅前公園に隣接する駐輪場は比較的空いていますので、こちらの駐輪場
を利用していただきますようお願いします。
■問い合わせ先　防災交通課交通係　　(48)1111（内1210）

シリーズ　消費生活相談　
 18歳から「大人」に！

～4月から成年年齢が引き下げられます～

○139

故田中康夫氏瑞宝双光章を受章

【阿久比駅】
自転車は駐輪場
へお願いします

◀18歳から「大人」に！
　（政府広報オンライン）

◀「18歳から大人」
　特設ページ（消費者庁）

16.平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人に司法へのアクセスを提供し、
あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

ＳＤＧｓ17の目標


